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長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
山
口
俊
一
君
提
出
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
口
俊
一
君
提
出
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
反
映
額
一
・
三
兆
円
」
は
、
行
政
刷
新
会
議
事
務
局
に
お
い
て
、
各
府
省
が
作
成
し
た
「
行
政
事
業
レ
ビ
ュ

ー
点
検
結
果
の
平
成
二
十
三
年
度
概
算
要
求
へ
の
反
映
状
況
に
つ
い
て
」
等
を
基
に
、
平
成
二
十
一
年
度
に
実
施
し
た
事
業

の
う
ち
平
成
二
十
三
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
お
い
て
廃
止
し
又
は
何
ら
か
の
見
直
し
を
行
っ
た
も
の
の
反
映
額
と
し
て
各

府
省
が
計
上
し
た
額
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
各
事
業
ご
と
の
反
映
額
及
び
資
金
の
支
出
先
（
地
方
公
共
団
体
へ

の
支
出
の
有
無
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
が
作
成
し
た
「
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
点
検
結
果
の
平
成
二
十
三
年
度
概

算
要
求
へ
の
反
映
状
況
に
つ
い
て
」
及
び
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
シ
ー
ト
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
地
方
公
共
団
体
関
係
者
」
に
係
る
お
尋
ね
の
「
職
」
、
氏
名
及
び
担
当
府
省
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
に
お
い

て
把
握
し
て
い
る
範
囲
で
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

小
田
原
市
環
境
部
次
長

井
澤
幸
雄

内
閣
府
及
び
財
務
省

元
京
都
府
議
会
議
員

熊
谷
哲

内
閣
府
、
法
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省
及
び
環
境
省

一



元
岩
手
県
立
大
学
教
授

山
谷
清
志

内
閣
府

元
岩
手
県
立
大
学
助
手

南
島
和
久

内
閣
府

横
浜
市
立
大
学
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
長

南
学

総
務
省

元
兵
庫
県
立
大
学
経
営
学
部
助
教
授

赤
井
伸
郎

法
務
省
及
び
環
境
省

元
長
野
県
商
工
部
産
業
活
性
化
・
雇
用
創
出
推
進
局
長

丸
山
康
幸

法
務
省
及
び
厚
生
労
働
省

元
我
孫
子
市
長

福
嶋
浩
彦

財
務
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
経
済
産
業
省

高
崎
経
済
大
学
副
学
長

大
宮
登

文
部
科
学
省

元
箕
面
市
教
育
委
員
長

梶
田
叡
一

文
部
科
学
省

元
多
治
見
市
長

西
寺
雅
也

文
部
科
学
省

元
杉
並
区
立
和
田
中
学
校
長

藤
原
和
博

文
部
科
学
省

元
愛
知
県
立
芸
術
大
学
客
員
教
授

船
曳
鴻
紅

文
部
科
学
省
及
び
経
済
産
業
省

首
都
大
学
東
京
都
市
教
養
学
部
教
授

伊
永
隆
史

文
部
科
学
省
、
経
済
産
業
省
及
び
環
境
省

元
神
奈
川
県
愛
甲
郡
愛
川
町
助
役

古
座
野
茂
夫

厚
生
労
働
省

二



元
埼
玉
県
保
健
医
療
部
長

宮
山
徳
司

厚
生
労
働
省

元
高
島
市
副
市
長

山
内
敬

厚
生
労
働
省

元
大
阪
府
立
大
学
経
済
学
部
教
授

吉
田
あ
つ
し

厚
生
労
働
省

元
草
加
市
市
長
付
特
命
理
事
（
地
方
主
権
推
進
担
当
）

中
村
卓

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
及
び
防
衛
省

元
愛
知
県
副
知
事

稲
垣
隆
司

環
境
省

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
担
当
事
業
ご
と
の
当
該
者
の
評
価
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
害
関

係
者
の
影
響
を
排
除
し
つ
つ
外
部
有
識
者
が
中
立
的
か
つ
客
観
的
な
視
点
で
評
価
を
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
予
算
編
成
過
程
で
調
整
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
以
降
も
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
予
算
の
概
算
要
求
に
お
け

る
事
業
の
廃
止
・
削
減
は
、
「
「
外
部
有
識
者
」
の
一
方
的
な
判
断
」
で
は
な
く
、
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
点
検
結
果
を
踏
ま

三



え
、
各
府
省
の
責
任
に
お
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
。

四


